
令和５年４月１９日 

外 務 省 

財 務 省 

経 済 産 業 省 

 

イラク前政権の高官又はその関係者等 

に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について 

 

我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第１４８３号に基づき、同理事会制裁委

員会（以下「制裁委員会」という。）により指定されたイラク前政権の高官又はその関係者等

に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会がイラク前政権の高官又はそ

の関係者等として指定する資産凍結等の対象者リストから３個人を削除したことに伴い、当

該者に対する資産凍結等の措置を解除することとする。 

 

１．措置の内容 

外務省告示（４月２０日告示）により、資産凍結等の措置の対象から削除されるイラク

前政権の高官又はその関係者等に対する外国為替及び外国貿易法に基づく資本取引

規制を４月２０日から解除する。 

 

２．対象者 

別添参照 

 

（注）今回の措置により、同決議 23(a)に定められた措置の対象となるイラク前政権の機関等

が 1 団体、同決議 23(b)に定められた措置の対象となるイラク前政権の高官又はその関

係者等が 9 団体・68 個人となる。 

 

 
連絡・問い合わせ先 

外務省中東アフリカ局中東第二課        ℡ 03-5501-8000 内線 2788 

財務省国際局調査課外国為替室         ℡ 03-3581-4111 内線 2866 

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課      ℡ 03-3501-1511 内線 3241 



 

                                                （別添） 

○削除されるイラク前政権の高官又はその関係者等 

 

（冒頭の番号は、「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象と 

なるイラク前政権の機関、高官又はその関係者等を指定する件」（平成２２年外務 

省告示第３４２号） の別表Ⅰにおいて、これら個人に付された番号） 

 

30． イヤード・フタイイフ・ハリーファ・アル・ラーウィ 

Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi 

（生年月日及び出生地）1942年頃、ラワー 

（国籍）イラク 

（決議1483上の根拠）クッズ（Quds）軍参謀総長（2001年－2003年）、元バグダッド県及び

タミーム県知事 

 

32． アーミル・ハムーディ・ハサン・アル・サアディ 

Amir Hamudi Hassan Al-Sa’di 

（生年月日及び出生地）1938年4月５日、バグダッド 

（国籍）イラク 

（決議1483上の根拠）科学担当大統領顧問、軍事産業庁上級次官（1988年－1991年）、

特別プロジェクトのための技術関連公社の前総裁 

（旅券）？ＮＯ33301／862 

発行年月日 1997年10月17日 

有効期間満了日 2005年10月１日 

？Ｍ0003264580 

発行年月日 不明 

有効期間満了日 不明 

？Ｈ0100009 

発行年月日 2001年５月 

有効期間満了日 不明 

 

43． フマーム・アブド・アル・ハーリク・アブド・アル・ガフール 

Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur 

（別名）フマーム・アブド・アル・ハーリク・アブド・アル・ラフマーン 

Humam’Abd al-Khaliq’Abd al-Rahman 

フマーム・アブド・アル・ハーリク・ラシード 

Humam’Abd-al-Khaliq Rashid 

（生年月日及び出生地）1945年、アル・ラマーディ 



（国籍）イラク 

（決議1483上の根拠）高等教育・科学研究大臣（1992年－1997年、2001年－2003年）、情

報文化相（1997年－2001年）、1980年代原子力庁長官及び次長 

（旅券）1993年９月12日発行 0018061／104 
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